
 

天満屋ストア 

 

1. 執行役員制度の導入 

(1)執行役員制度の導入の目的 

業務執行責任の明確化および業務執行上の意思決定の迅速化を図ることを目的として、執 

行役員制度を導入する。 

(2)執行役員制度の概要 

①執行役員の選任、解任および職務、担当業務は取締役会において決定する。 

②取締役は執行役員を兼務できる。 

③執行役員の任期は1年とする。 

(3)執行役員制度の導入時期 

平成27年2月1日 

 

2.組織変更(平成27年2月1日付) 

(1)変更の理由 

天満屋ストアグループ内におけるシナジーを最大限に発揮し、経営環境の変化に即応でき 

る効率的な業務遂行と意思決定の迅速化を図ることを目的とする。 

(2)組織変更の概要 

①営業本部の商品第一部と商品第二部を統合し、新たに商品部を設置。 

②店舗営業力強化のため、店舗運営部に GMS事業部と SM事業部を置く。 

 

 



 

 


